
条例
番号

公布年月日 件　　名 関係部

8 R8.3.26 渋谷区犯罪被害者等支援審議会条例(制定)
総務部
会計管理室
監査委員事務局

9 R8.3.26 渋谷区手数料条例の一部を改正する条例
総務部
会計管理室
監査委員事務局

10 R8.3.26
公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正す
る条例

総務部
会計管理室
監査委員事務局

11 R8.3.26 渋谷区立二の平渋谷荘条例の一部を改正する条例
区民部
会計管理室
監査委員事務局

12 R8.3.26 渋谷区国民健康保険条例の一部を改正する条例
区民部
会計管理室
監査委員事務局

13 R8.3.26 渋谷区介護保険条例の一部を改正する条例
福祉部
会計管理室
監査委員事務局

14 R8.3.26 渋谷区旅館業法施行条例の一部を改正する条例
健康推進部
会計管理室
監査委員事務局

15 R8.3.26
渋谷区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例の一部を改正
する条例

健康推進部
会計管理室
監査委員事務局
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渋谷区条例第８号 

 

 渋谷区犯罪被害者等支援審議会条例を公布する。 

 

 

  令和８年３月２６日 

 

渋谷区長  長 谷 部  健 

 

 

渋谷区犯罪被害者等支援審議会条例 

（設置） 

第１条 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族（以下「犯罪被害者等」と

いう。）を支援するための施策等について検討するため、区長の附属機関として、

渋谷区犯罪被害者等支援審議会（以下「審議会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 審議会は、区長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、答申する。 

 ⑴ 犯罪被害者等の支援に関する事項 

 ⑵ 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項 

（組織） 

第３条 審議会は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱又は任命する委員１５人以

内をもって組織する。 

 ⑴ 学識経験者 

 ⑵ 警視庁の警察官 

 ⑶ 医療関係者 

 ⑷ 犯罪被害者等 

 ⑸ 前各号に掲げる者のほか、区長が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合

の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
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（会長） 

第５条 審議会に、会長を置く。 

２ 会長は、学識経験者の委員のうちから委員の互選により定める。 

３ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

４ 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 

（会議） 

第６条 審議会は、会長が招集する。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長

の決するところによる。 

４ 審議会の会議は、公開とする。ただし、審議会が公開することを不適当と認める

ときは、この限りでない。 

（意見聴取） 

第７条 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、委員以外の者に対し出席

を求め、意見を聴くことができる。 

（守秘義務） 

第８条 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退い

た後も同様とする。 

（庶務） 

第９条 審議会の庶務は、総務部において処理する。 

（委任） 

第１０条 この条例の施行に関し必要な事項は、区規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（渋谷区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

２ 渋谷区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和２９年渋谷区条

例第８号）の一部を次のように改正する。 

  別表中４４の項を４５の項とし、８の項から４３の項までを１項ずつ繰り下げ、

７の項の次に次の１項を加える。 
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  ８ 渋谷区犯罪被害者等支援審議会         会長 １万８，０００円 

                           委員 １万２，０００円 
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渋谷区条例第９号 

 

渋谷区手数料条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

 

令和８年３月２６日 

 

渋谷区長  長 谷 部  健 

 

 

渋谷区手数料条例の一部を改正する条例 

渋谷区手数料条例（昭和３３年渋谷区条例第３号）の一部を次のように改正する。 

別表第１番号１２７の項中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」を「マ

ンションの再生等の円滑化に関する法律」に、「マンション建替組合」を「マンショ

ン再生組合」に改め、同表番号１３１の項から番号１３３の項までを削り、同表番号

１３０の項を同表番号１３１の項とし、同表番号１２９の項を削り、同表番号１２８

の項中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律第１０５条第１項」を「マンシ

ョンの再生等の円滑化に関する法律第１６３条の５９第１項」に改め、「建築物の容

積率」の次に「又は各部分の高さ」を加え、「要除却」を「要除却等」に、「の容積

率の」を「又は要除却等認定マンションの更新がされるマンションの容積率又は各部

分の高さの」に改め、同項を同表番号１３０の項とし、同表番号１２７の項の次に次

の２項を加える。 

１２８ マンションの再生等の円滑化に関す

る法律第１１３条第１項の規定に基

づき認可されたマンション等売却組

合に関する証明の申請に対する審査 

マンション等売却組合認

可等証明申請手数料 

 

１件につき ５００円 証明申

請のと

き 

１２９ マンションの再生等の円滑化に関す

る法律第１６３条の６第１項の規定

に基づき認可されたマンション除却

組合に関する証明の申請に対する審

査 

マンション除却組合認可

等証明申請手数料 

 

１件につき ５００円 証明申

請のと

き 

 

附 則 

（施行期日） 
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１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行日前になされたマンション管理計画の認定の申請、マンション管

理計画の認定の更新の申請及びマンション管理計画の変更の認定の申請に対する審

査に係る手数料については、なお従前の例による。 

 

 



 

渋谷区条例第１０号 

 

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

 

令和８年３月２６日 

 

渋谷区長  長 谷 部  健    

 

 

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例 

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成１５年渋谷区条例第１号）の一

部を次のように改正する。 

第２条第１項中第７号を第８号とし、第６号の次に次の１号を加える。 

 ⑺ 一般社団法人ササハタハツまちラボ 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ 一般社団法人ササハタハツまちラボに職員を派遣することに関して必要な手続等

は、この条例の施行の日前においても行うことができる。 

 

 

 



 

渋谷区条例第１１号 

 

渋谷区立二の平渋谷荘条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

 

令和８年３月２６日 

 

渋谷区長  長 谷 部  健 

 

 

渋谷区立二の平渋谷荘条例の一部を改正する条例 

渋谷区立二の平渋谷荘条例（昭和４６年渋谷区条例第２２号）の一部を次のように

改正する。 

第２条第２項第６号中「第１１条」を「第１２条」に改める。 

第１４条を第１５条とする。 

第１３条第１項中「第１０条」を「第１１条」に改め、同条を第１４条とし、第１

０条から第１２条までを１条ずつ繰り下げ、第９条の次に次の１条を加える。 

（利用料金の減額） 

第１０条 指定管理者は、区規則で定めるところにより、利用料金を減額することが

できる。 

 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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渋谷区条例第１２号 

 

渋谷区国民健康保険条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

 

令和８年３月２６日 

 

渋谷区長  長 谷 部  健 

 

 

渋谷区国民健康保険条例の一部を改正する条例 

渋谷区国民健康保険条例（昭和３４年渋谷区条例第２１号）の一部を次のように改

正する。 

第１５条の２中「並びに」を「、世帯主の世帯に属する」に改め、「介護納付金賦

課額をいう。以下同じ。）」の次に「並びに世帯主の世帯に属する被保険者につき算

定した子ども・子育て支援納付金賦課額（同項第４号に規定する子ども・子育て支援

納付金賦課額をいう。以下同じ。）」を加える。 

第１５条の３第１号イ中「並びに介護保険法（平成９年法律第１２３号）の規定に

よる納付金（以下「介護納付金」という。）」を「、介護保険法（平成９年法律第１

２３号）の規定による納付金（以下「介護納付金」という。）並びに子ども・子育て

支援法（平成２４年法律第６５号）の規定による納付金（以下「子ども・子育て支援

納付金」という。）」に改め、同号カ中「、病床転換支援金等及び介護納付金」を「

及び病床転換支援金等、介護納付金並びに子ども・子育て支援納付金」に改め、同条

第２号イ及びエ中「、病床転換支援金等及び介護納付金」を「及び病床転換支援金等、

介護納付金並びに子ども・子育て支援納付金」に改める。 

第１６条第１項中「第１６条の４」を「第１６条の４第１号」に改める。 

第１６条の４第１号中「１００分の７．７１」を「１００分の７．５１」に、「１

００分の６４」を「１００分の６３」に改め、同条第２号中「４万７，３００円」を

「４万７，６００円」に、「１００分の３６」を「１００分の３７」に改める。 

第１６条の８中「６６万円」を「６７万円」に改める。 
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第１６条の１１中「次条」を「次条第１号」に改める。 

第１６条の１２第１号中「１００分の２．６９」を「１００分の２．８０」に、「

１００分の６５」を「１００分の６３」に改め、同条第２号中「１万６，８００円」

を「１万７，６００円」に、「１００分の３５」を「１００分の３７」に改める。 

第１７条の３中「次条」を「次条第１号」に改める。 

第１７条の４第１号中「１００分の２．２５」を「１００分の２．４３」に、「１

００分の６３」を「１００分の６１」に改め、同条第２号中「１万６，６００円」を

「１万７，８００円」に、「１００分の３７」を「１００分の３９」に改める。 

第１７条の５中「賦課額」を「介護納付金賦課額」に改め、同条の次に次の５条を

加える。 

（子ども・子育て支援納付金賦課総額） 

第１７条の６ 保険料の賦課額のうち子ども・子育て支援納付金賦課額（第２０条の

２、第２０条の４、第２０条の５及び第２０条の６の規定により子ども・子育て支

援納付金賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額

を含む。）の総額（以下「子ども・子育て支援納付金賦課総額」という。）は、第

１号に掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として

算定した額とする。 

⑴ 当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（都の国民

健康保険に関する特別会計において負担する子ども・子育て支援納付金の納付

に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。）の額 

イ 第２０条の６に規定する基準に従い、子ども・子育て支援納付金賦課額の被

保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額 

⑵ 当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア 法附則第７条の規定により読み替えられた法第７５条の規定により交付を受

ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。

）及び同条の規定により貸し付けられる貸付金（国民健康保険事業費納付金の

納付に要する費用に係るものに限る。）の額 

イ その他区の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事

業に要する費用（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。）の
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ための収入（法第７２条の３第１項、第７２条の３の２第１項及び第７２条の

３の３第１項の規定による繰入金を除く。）の額 

（子ども・子育て支援納付金賦課額） 

第１７条の７ 保険料の賦課額のうち子ども・子育て支援納付金賦課額は、当該世帯

に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額に、

当該世帯に属する１８歳以上被保険者（法施行令第２９条の７第５項第３号に規定

する１８歳以上被保険者をいう。以下同じ。）につき算定した１８歳以上被保険者

均等割額の総額を加算した額とする。 

（子ども・子育て支援納付金賦課額の所得割額の算定） 

第１７条の８ 前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得

に係る基礎控除後の総所得金額等に次条第１号の所得割の保険料率を乗じて算定す

る。 

（子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率） 

第１７条の９ 子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率は、次のとおりとする。 

⑴ 所得割 １００分の０．２７（子ども・子育て支援納付金賦課総額から、第１

７条の６第１号イに掲げる額の見込額から同号イに係る同条第２号に掲げる額の

見込額を控除した額を控除した額（以下「子ども・子育て支援納付金賦課額の保

険料率の算定に係る額」という。）の１００分の６３に相当する額を被保険者に

係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等の見込額

（法施行令第２９条の７第５項第４号ただし書に規定する場合にあっては、省令

第３２条の１０の２に規定する方法により補正された後の金額）の総額で除して

得た数） 

⑵ 被保険者均等割 被保険者１人につき１，８００円（子ども・子育て支援納付

金賦課額の保険料率の算定に係る額の１００分の３７に相当する額を当該年度の

前年度及びその直前の２箇年度の各年度における被保険者の数等を勘案して算定

した数で除して得た額） 

⑶ １８歳以上被保険者均等割 １８歳以上被保険者１人につき７３円（第１７条

の６第１号イに掲げる額の見込額から同号イに係る同条第２号に掲げる額の見込

額を控除した額を当該年度の前年度及びその直前の２箇年度の各年度における１

８歳以上被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額） 
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（子ども・子育て支援納付金賦課限度額） 

第１７条の１０ 第１７条の７の子ども・子育て支援納付金賦課額は、３万円を超え

ることができない。 

第１９条の２第１項中「及び後期高齢者支援金等賦課額並びに介護納付金賦課額」

を「、後期高齢者支援金等賦課額、介護納付金賦課額及び子ども・子育て支援納付金

賦課額」に改め、同条第２項中「基礎賦課額及び後期高齢者支援金等賦課額並びに介

護納付金賦課額のそれぞれの１０分の 1の額」を「各納期の納付額」に改める。 

第２０条第１項及び第２項中「の額若しくは第１７条の２の額又は次条各号に定め

る額、第２０条の４各号若しくは第２０条の５第１項各号」を「、第１７条の２若し

くは第１７条の７の額又は次条各号、第２０条の４各号、第２０条の５第１項各号若

しくは第２０条の６」に改める。 

第２０条の２各号列記以外の部分中「６６万円」を「６７万円」に、「及び第１６

条の１０」を「、第１６条の１０」に、「並びに第１７条の２」を「、第１７条の２

」に改め、「１７万円）」の次に「及び第１７条の７の子ども・子育て支援納付金賦

課額から、それぞれ当該各号のエ及びオに定める額を減額して得た額（当該減額して

得た額が３万円を超える場合には、３万円）」を加え、同条第１号中「属するもの」

を「属する者」に改め、同号ア中「３万３，１１０円」を「３万３，３２０円」に改

め、同号イ中「１万１，７６０円」を「１万２，３２０円」に改め、同号ウ中「１万

１，６２０円」を「１万２，４６０円」に改め、同号に次のように加える。 

エ 子ども・子育て支援納付金賦課額に係る被保険者均等割額 被保険者１人に

つき１，２６０円 

オ 子ども・子育て支援納付金賦課額に係る１８歳以上被保険者均等割額 １８

歳以上被保険者１人につき５２円 

第２０条の２第２号中「３０万５，０００円」を「３１万円」に改め、同号ア中「

２万３，６５０円」を「２万３，８００円」に改め、同号イ中「８，４００円」を「

８，８００円」に改め、同号ウ中「８，３００円」を「８，９００円」に改め、同号

に次のように加える。 

エ 子ども・子育て支援納付金賦課額に係る被保険者均等割額 被保険者１人に

つき９００円 

オ 子ども・子育て支援納付金賦課額に係る１８歳以上被保険者均等割額 １８
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歳以上被保険者１人につき３７円 

第２０条の２第３号中「５６万円」を「５７万円」に改め、同号ア中「９，４６０

円」を「９，５２０円」に改め、同号イ中「３，３６０円」を「３，５２０円」に改

め、同号ウ中「３，３２０円」を「３，５６０円」に改め、同号に次のように加える。 

エ 子ども・子育て支援納付金賦課額に係る被保険者均等割額 被保険者１人に

つき３６０円 

オ 子ども・子育て支援納付金賦課額に係る１８歳以上被保険者均等割額 １８

歳以上被保険者１人につき１５円 

第２０条の３中「第１６条第１項及び」を「第１６条第１項、第１６条の１１、第

１７条の３、第１７条の８、第２０条の５及び」に改める。 

第２０条の４第１号ア中「７，０９５円」を「７，１４０円」に改め、同号イ中「

１万１，８２５円」を「１万１，９００円」に改め、同号ウ中「１万８，９２０円」

を「１万９，０４０円」に改め、同号エ中「２万３，６５０円」を「２万３，８００

円」に改め、同条第２号ア中「２，５２０円」を「２，６４０円」に改め、同号イ中

「４，２００円」を「４，４００円」に改め、同号ウ中「６，７２０円」を「７，０

４０円」に改め、同号エ中「８，４００円」を「８，８００円」に改め、同条に次の

１号を加える。 

⑶ 子ども・子育て支援納付金賦課額に係る被保険者均等割額 次に掲げる世帯の

区分に応じ、それぞれ未就学児１人について次に定める額 

ア 第２０条の２第１号エに規定する金額を減額した世帯 ２７０円 

イ 第２０条の２第２号エに規定する金額を減額した世帯 ４５０円 

ウ 第２０条の２第３号エに規定する金額を減額した世帯 ７２０円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 ９００円 

第２０条の５第１項各号列記以外の部分中「第２９条の７第５項第８号」を「第２

９条の７第６項第８号」に、「課する所得割額及び被保険者均等割額」を「課する所

得割額並びに被保険者均等割額及び１８歳以上被保険者均等割額」に改め、「の被保

険者均等割額)は、当該所得割額及び被保険者均等割額」を「の被保険者均等割額及

び１８歳以上被保険者均等割額）は、当該所得割額並びに被保険者均等割額及び１８

歳以上被保険者均等割額」に、「及び第１７条の５」を「、第１７条の５及び第１７

条の１０」に改め、同項第１号中「第３２条の１０の２」を「第３２条の１０の３」
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に改め、同項に次の２号を加える。 

⑺ 子ども・子育て支援納付金賦課額の所得割額 当該出産被保険者に係る基礎控

除後の総所得金額等に当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の所得割の

保険料率を乗じて得た額の１２分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間

のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

⑻ 子ども・子育て支援納付金賦課額に係る被保険者均等割額及び１８歳以上被保

険者均等割額 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割

額及び１８歳以上被保険者均等割額（第２０条の２に規定する金額を減額するも

のとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額及び１８歳以上被保険

者均等割額）に１２分の１を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間

のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

第２０条の５の次に次の１条を加える。 

（１８歳に達する日以後の最初の３月３１日以前である被保険者の被保険者均等割額

の減額） 

第２０条の６ 当該年度において、その世帯に１８歳に達する日以後の最初の３月３

１日以前である被保険者（以下「１８歳未満被保険者」という。）がある場合にお

ける当該１８歳未満被保険者に係る当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額

の被保険者均等割額は、第１７条の９の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険

者均等割の保険料率に相当する額（第２０条の２各号、第２０条の４第３号及び前

条第８号に規定する基準に従い当該１８歳未満被保険者に係る当該年度分の子ども

・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額に相当する額を減額するものとした

場合にあっては、当該減額後の額）から当該保険料率に相当する額を控除して得た

額とする。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の第１５条の２、第１５条の３、第１６条の４、第１６条

の８、第１６条の１２、第１７条の４、第１７条の６から第１７条の１０まで、第
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１９条の２及び第２０条から第２０条の６までの規定は、令和８年度以後の年度分

の保険料について適用し、令和７年度以前の年度分の保険料については、なお従前

の例による。 
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渋谷区条例第１３号 

 

渋谷区介護保険条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

 

令和８年３月２６日 

 

渋谷区長  長 谷 部  健 

 

 

渋谷区介護保険条例の一部を改正する条例 

渋谷区介護保険条例（平成１２年渋谷区条例第３４号）の一部を次のように改正す

る。 

附則に次の２条を加える。 

（令和８年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例） 

第１０条 第１号被保険者（令和８年度分の保険料の賦課期日において区に住所を有

しない者を除き、令和８年度分の地方税法の規定による市町村民税の賦課期日にお

いて区に住所を有する者（同法第２９４条第３項の規定により区の住民基本台帳に

記録されている者とみなされた者を含む。）に限る。以下この条及び次条第１項に

おいて同じ。）のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（同

年中の給与等（所得税法第２８条第１項に規定する給与等をいう。以下同じ。）の

収入金額が５５万１，０００円以上６５万１，０００円未満である者に限る。）の

令和８年度における保険料率の算定についての第１３条第１項（第６号ア、第７号

ア、第８号ア、第９号ア、第１０号ア、第１１号ア、第１２号ア、第１３号ア、第

１４号ア、第１５号ア、第１６号ア及び第１７号に係る部分に限る。）の規定の適

用については、同項第６号ア中「地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２

条第１項第１３号に規定する合計所得金額（以下「合計所得金額」という。）（租

税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項若しくは第２項、第

３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項、第３

５条の２第１項、第３５条の３第１項又は第３６条の規定の適用がある場合には、
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当該合計所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た

額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。）」とあ

るのは、「合計所得金額（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１

項第１３号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第２８条

第１項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額について

は、同条第２項の規定によって計算した金額に令和７年中の同条第１項に規定する

給与等の収入金額から５５万円を控除して得た額を加えた額によるものとし、租税

特別措置法（昭和３２年法律第２６号）による特別控除の適用がある場合には、当

該合計所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額

とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。）」とする。 

２ 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（

同年中の給与等の収入金額が６５万１，０００円以上１６１万９，０００円未満で

ある者に限る。）の令和８年度における保険料率の算定についての第１３条第１項

（第６号ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、第１０号ア、第１１号ア、第１２号

ア、第１３号ア、第１４号ア、第１５号ア、第１６号ア及び第１７号に係る部分に

限る。）の規定の適用については、同項第６号ア中「地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額（以下「合計所得金

額」という。）（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項

若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第

３５条第１項、第３５条の２第１項、第３５条の３第１項又は第３６条の規定の適

用がある場合には、当該合計所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特別控

除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。

以下同じ。）」とあるのは、「合計所得金額（地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額

に所得税法第２８条第１項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与

所得の金額については、同条第２項の規定によって計算した金額に１０万円を加え

た額によるものとし、租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）による特別控除

の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特

別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とす

る。以下同じ。）」とする。 
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３ 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（

同年中の給与等の収入金額が１６１万９，０００円以上１９０万円未満である者に

限る。）の令和８年度における保険料率の算定についての第１３条第１項（第６号

ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、第１０号ア、第１１号ア、第１２号ア、第１

３号ア、第１４号ア、第１５号ア、第１６号ア及び第１７号に係る部分に限る。）

の規定の適用については、同項第６号ア中「地方税法（昭和２５年法律第２２６号

）第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額（以下「合計所得金額」とい

う。）（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項若しくは

第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第

１項、第３５条の２第１項、第３５条の３第１項又は第３６条の規定の適用がある

場合には、当該合計所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特別控除額を控

除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。

）」とあるのは、「合計所得金額（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９

２条第１項第１３号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法

第２８条第１項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額

については、同条第２項の規定によって計算した金額に６５万円から令和７年給与

所得控除額（令和７年中の所得税法第２８条第１項に規定する給与等の収入金額か

ら、当該給与等の収入金額を所得税法等の一部を改正する法律（令和７年法律第１

３号）第１条の規定による改正前の所得税法別表第５の給与等の金額として、同表

により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得

た額をいう。）を控除して得た額を加えた額によるものとし、租税特別措置法（昭

和３２年法律第２６号）による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額

から令第２２条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計

所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。）」とする。 

（令和８年度の保険料率の算定に関する基準の特例） 

第１１条 第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定についての第１３条

第１項の規定の適用については、当該第１号被保険者の属する世帯の世帯主及び全

ての世帯員のうちに、第１号に掲げる者に該当し、かつ、第２号又は第３号に掲げ

る者のいずれかに該当する者があるときは、当該該当する者は、同年度分の地方税

法の規定による市町村民税が課されている者とみなす。 
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 ⑴ 令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（令和８年度分の保険料 

の賦課期日において区に住所を有しない者を除く。）であって、令和８年度分の

地方税法の規定による市町村民税の賦課期日において区に住所を有するもの（同

法第２９４条第３項の規定により区の住民基本台帳に記録されている者とみなさ

れた者を含む。） 

⑵ 地方税法第２９５条第１項第２号に掲げる者に該当し、かつ、令和８年度分の

同法の規定による市町村民税が課されていない者であって、次のアからウまでに

掲げる場合のいずれかに該当するもの 

 ア 令和７年中の給与等の収入金額が５５万１，０００円以上６５万１，０００

円未満であり、かつ、１３５万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、

同年中の給与等の収入金額から５５万円を控除して得た額以下である場合 

 イ 令和７年中の給与等の収入金額が６５万１，０００円以上１６１万９，００

０円未満であり、かつ、１３５万円から同年の合計所得金額を控除して得た額

が１０万円以下である場合 

 ウ 令和７年中の給与等の収入金額が１６１万９，０００円以上１９０万円未満

であり、かつ、１３５万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、６５

万円から、同年中の給与等の収入金額から当該給与等の収入金額を所得税法等

の一部を改正する法律（令和７年法律第１３号）第１条の規定による改正前の

所得税法別表第５（以下「別表第５」という。）の給与等の金額として、別表

第５により当該金額に応じて求めた別表第５の給与所得控除後の給与等の金額

を控除して得た額を控除して得た額以下である場合 

 ⑶ 地方税法第２９５条第１項各号に掲げる者に該当せず、かつ、令和８年度分の

同法の規定による市町村民税が課されていない者であって、次のアからウまでに

掲げる場合のいずれかに該当するもの 

ア 令和７年中の給与等の収入金額が５５万１，０００円以上６５万１，０００

円未満であり、かつ、地方税法第２９５条第３項に規定する政令で定める基準

に従い渋谷区特別区税条例（昭和３９年条例第４９号。以下「区条例」という。

）第１０条第２項で定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が、

同年中の給与等の収入金額から５５万円を控除して得た額以下である場合 

イ 令和７年中の給与等の収入金額が６５万１，０００円以上１６１万９，００
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０円未満であり、かつ、地方税法第２９５条第３項に規定する政令で定める基

準に従い区条例第１０条第２項で定める金額から同年の合計所得金額を控除し

て得た額が１０万円以下である場合 

ウ 令和７年中の給与等の収入金額が１６１万９，０００円以上１９０万円未満

であり、かつ、地方税法第２９５条第３項に規定する政令で定める基準に従い

区条例第１０条第２項で定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た額

が、６５万円から、同年中の給与等の収入金額から当該給与等の収入金額を別

表第５の給与等の金額として、別表第５により当該金額に応じて求めた別表第

５の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額を控除して得た額以下で

ある場合 

２ 第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定についての第１３条第１項

の規定の適用については、当該第１号被保険者が前項第１号に掲げる者に該当し、

かつ、同項第２号又は第３号に掲げる者のいずれかに該当するときは、当該第１号

被保険者は、同年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されている者とみな

す。 

 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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渋谷区条例第１４号 

 

渋谷区旅館業法施行条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

 

令和８年３月２６日 

 

渋谷区長  長 谷 部  健 

 

 

渋谷区旅館業法施行条例の一部を改正する条例 

渋谷区旅館業法施行条例（平成２４年渋谷区条例第２３号）の一部を次のように改

正する。 

第１条の２を第１条の３とし、第１条の次に次の１条を加える。 

（標識の設置及び説明等） 

第１条の２ 法第３条第１項の許可を受けて旅館業を営もうとする者（区規則で定め

る者を除く。）は、同項の許可の申請をする前に、区規則で定めるところにより、

標識を設置し、その旨を区長に届け出なければならない。当該標識を変更したとき

も、同様とする。 

２ 前項の規定により標識を設置した者は、法第３条第１項の許可の申請をする前に、

区規則で定める者（以下「住民等」という。）に対し、区規則で定めるところによ

り説明会を実施し、その内容を区長に報告しなければならない。 

３ 法第３条第１項の許可を受けて旅館業を営もうとする者は、前項の規定にかかわ

らず、住民等から営もうとする旅館業の計画についての説明を受けたい旨の申出が

あったときは、住民等の理解を得られるよう、これに誠実に対応しなければならな

い。 

第６条第１項に次の２号を加える。 

⑷ 施設内その他区規則で定める場所には、区規則で定めるところにより、営業従

事者を常駐させること。 

⑸ 玄関帳場を設置しない場合は、区規則で定めるところにより、公衆の見やすい
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位置に、施設の名称、施設の所在地その他区規則で定める事項を表示しておくこ

と。 

第６条第２項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 営業者は、旅館業の適正な運営に関し、施設の周辺地域の住民、町会その他関係

団体から協議又は説明を求められた場合は、これに誠実に対応しなければならない。 

第７条第１号に次のただし書を加える。 

ただし、区規則で定める要件を満たす場合は、この限りでない。 

第１２条を第１３条とし、第１１条の次に次の１条を加える。 

（許可施設の公表） 

第１２条 区長は、法第３条第１項の許可を受けた施設に関する次に掲げる事項につ

いて、公表するものとする。 

⑴ 許可番号 

⑵ 許可年月日 

⑶ 名称 

⑷ 所在地 

⑸ 連絡先 

⑹ 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年７月１日から施行する。ただし、第１条の２を第１条の３

とし、第１条の次に１条を加える改正規定は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第１条の２及び第６条第１項第４号の規定は、令和８年７月１日以後の

旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第３条第１項の許可の申請について適用し、

同日前の同項の許可の申請については、なお従前の例による。 

（条例の見直し） 

３ 区長は、この条例の施行の状況等について検討を加え、必要があると認めるとき

は、その結果に基づいて所要の見直しを行うものとする。 
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渋谷区条例第１５号 

 

渋谷区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

 

令和８年３月２６日 

 

渋谷区長  長 谷 部  健 

 

 

渋谷区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例の一部を改正する条例 

渋谷区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例（平成３０年渋谷区条例第６号）の

一部を次のように改正する。 

第４条に次の１項を加える。 

３ 住宅宿泊事業者等は、住宅宿泊事業の適正な運営に関し、届出住宅の周辺地域の

住民、町会その他関係団体から協議又は説明を求められた場合は、これに誠実に対

応しなければならない。 

第６条中「者」の次に「（以下「届出予定者」という。）」を加え、「住民及び町

会」を「区規則で定める者（以下「住民等」という。）」に、「７日」を「６０日」

に、「行わなければ」を「行い、区規則で定めるところにより区長に報告しなければ

」に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 届出予定者は、住民等から営もうとする住宅宿泊事業の計画についての説明を受

けたい旨の申出があったときは、説明会の実施その他の方法により説明しなければ

ならない。 

第７条第１項第１号中「及び第二種中高層住居専用地域」を「、第二種中高層住居

専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域」に改め、同条第４項を

次のように改める。 

４ 住宅宿泊事業者のうち法第１１条第１項第１号及び第２号のいずれにも該当しな

いものについては、前項の規定は適用しない。 

第７条第５項を削る。 
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第８条を次のように改める。 

第８条 削除 

第１３条を第１４条とし、第１２条を第１３条とし、第１１条を第１２条とし、第

１０条の次に次の１条を加える。 

（届出住宅の公表） 

第１１条 区長は、届出住宅に関する次に掲げる事項について、公表するものとする。 

⑴ 届出番号 

⑵ 届出年月日 

⑶ 所在地 

⑷ 連絡先 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年７月１日から施行する。ただし、第６条の改正規定及び同

条に１項を加える改正規定は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第６条及び第７条の規定は、令和８年７月１日以後に住宅宿泊事業法（

平成２９年法律第６５号）第３条第１項の届出をした者について適用し、同日前に

同項の届出をした者については、なお従前の例による。 

（条例の見直し） 

３ 区長は、この条例の施行の状況等について検討を加え、必要があると認めるとき

は、その結果に基づいて所要の見直しを行うものとする。 

 

 


